
管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務
所
で
再

交
付
で
き
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

＊
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
を
受
け

て
い
る
方
に
は
税
金
が
か
か
ら
な

い
た
め
、
源
泉
徴
収
票
は
送
付
し

ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、
川
越
社
会
保
険
事

務
所
（
℡
２
４
２-

２
３
４
５
）

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
国
保
年
金
課
国
民

年
金
係
・
℡
内
線
２
４
８
１

下
水
処
理
区
域
が

さ
ら
に
拡
大

一
月
一
日
積
か
ら
、
次
の
番
地

の
一
部
が
下
水
処
理
区
域
に
な
り

ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
ト
イ
レ

の
水
洗
化
と
公
共
下
水
道
へ
の
接

続
工
事
を
市
指
定
の
下
水
道
工
事

店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
地
域
…
小こ

堤
づ
つ
み

六
五
二
番
地

▼
鯨

く
じ
ら

井い

一
八
二
九
･
一
八
三
一

番
地
▼
今い

ま

成な
り

四
丁
目
二
一
番
地
▼

山や
ま

田だ

八
五
〇
番
地
▼
大お

お

塚つ
か

新し
ん

田で
ん

五

八
番
地
▼
今い

ま

福ふ
く

一
七
〇
九
番
地
▼

砂す
な

新し
ん

田で
ん

一
七
六
三
･
三
〇
三
七
番

地
▼
藤ふ

じ

間ま

九
八
二
番
地

問
い
合
わ
せ
…
下
水
維
持
課
排
水

指
導
係
・
℡
２
３
９-

５
５
９

５

が
、
経
済
的
に
困
難
な
母
子
家
庭

の
母
に
、
訓
練
促
進
費
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
申
請
に
は
、
事
前
相

談
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
対
象（
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
）

①
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母

②
現
在
仕
事
を
し
て
い
る

③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
、
ま
た
は
同
様
の
所
得

水
準
に
あ
る

④
二
年
以
上
の
課
程
を
持
っ
た
前

記
資
格
取
得
の
た
め
の
養
成
機

関
に
入
り
、
対
象
資
格
の
取
得

が
見
込
ま
れ
る

支
給
額
…
月
額
十
万
三
千
円

支
給
期
間
…
全
課
程
の
う
ち
、
最

後
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期

間
に
対
し
、
十
二
か
月
を
限
度

と
し
て
支
給

問
い
合
わ
せ
…
こ
ど
も
家
庭
課
児

童
福
祉
係
・
℡
内
線
２
５
８
７

老
人
保
健
に
つ
い
て
の

お
願
い

老
人
保
健
は
、
高
齢
者
の
健
康

の
保
持
と
適
切
な
医
療
の
確
保
を

図
る
た
め
の
制
度
で
す
。

老
人
保
健
医
療
費
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
税
金
や
各
保
険
者
の
保

険
料
な
ど
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

医
療
係
・
℡
内
線
２
５
３
３

老
齢
年
金
受
給
者
に

源
泉
徴
収
票
を
送
付

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

が
、
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方

の
も
と
に
、
一
月
末
ま
で
に
届
く

よ
う
送
付
さ
れ
ま
す
。

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
平
成
十
八
年
中
の
支
払
金
額

は
、
介
護
保
険
料
を
天
引
き
す
る

前
の
金
額
で
す
。
実
際
の
支
払
額

と
は
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
記
載
さ
れ
て
い
る
介

護
保
険
料
は
社
会
保
険
料
と
し

て
、源
泉
徴
収
税
額
算
出
の
際
に
、

控
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

送
ら
れ
て
き
た
源
泉
徴
収
票
を

紛
失
し
た
場
合
に
は
、
住
所
地
を
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市
の
一
人
当
た
り
老
人
保
健
医

療
費
は
、
平
成
十
六
年
度
が
七
十

一
万
四
千
六
百
十
七
円
、
同
十
七

年
度
が
七
十
四
万
七
千
三
百
四
十

円
と
増
加
し
、
今
後
も
増
え
て
い

く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

限
り
あ
る
医
療
費
を
少
し
で
も

節
約
す
る
た
め
に
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

医
療
費
節
約
の
ポ
イ
ン
ト

①
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ

②
早
め
早
め
の
受
診
を
心
が
け
る

③
医
師
の
指
示
を
守
る

④
一
つ
の
病
気
で
複
数
の
医
療
機

関
を
、
な
る
べ
く
受
診
し
な
い

⑤
検
診
や
予
防
接
種
を
活
用
す
る

⑥
栄
養
・
運
動
・
休
養
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
毎
日
の
生
活
に
取
り
入

れ
、
健
康
の
自
己
管
理
に
努
め

る
問
い
合
わ
せ
…
福
祉
医
療
課
老
人

医
師
・
歯
科
医
師
・

薬
剤
師
の
皆
さ
ん
へ

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
の

皆
さ
ん
は
二
年
に
一
回
、
十
二
月

三
十
一
日
の
現
況
を
厚
生
労
働
省

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
と
し
は
、
そ
の
届
け
出
年

と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
月
十
五
日

席
ま
で
に
、
原
則
と
し
て
住
所
地

の
保
健
所
に
届

と
ど
け

出で

票
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
け
出
は
、

十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
就
労
し

て
い
な
い
場
合
も
必
要
で
す
。

届
出
票
に
つ
い
て
は
、
保
健
所

で
配
布
す
る
ほ
か
、
厚
生
労
働
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝

h
ttp
://w

w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/

問
い
合
わ
せ
…
保
健
総
務
課
総
務

企
画
係
・
℡
２
２
７-

５
１
０

１母
子
家
庭
の
母
に
高
等
技

能
訓
練
促
進
費
を
支
給

看
護
師
（
准
看
護
師
を
除

く
）
・
介
護
福
祉
士
・
保
育
士
・

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
資

格
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る

十
一
月
三
十
日
付
け
で
、
左
記
の
皆
さ
ん
が
選
挙
管
理
委
員
会
委

員
に
就
任
し
ま
し
た
（
敬
称
略
）。

委
員
長

杉す
ぎ

本も
と

智と
も

子こ

野の

田だ

町ま
ち

二
丁
目
六-

一
一

委
員
長
職
務
代
理
者

田た

口ぐ
ち

兼け
ん

太た

郎ろ
う

豊と
よ

田だ

本ほ
ん

一
九
九
五-

四

委
員

石い
し

井い

功い
さ
お

新あ
ら

宿
じ
ゅ
く

町ま
ち

三
丁
目
九-

四

委
員

藍あ
い

谷た
に

理り

恵え

子こ

砂す
な

新し
ん

田で
ん

六
丁
目
二-

二

問
い
合
わ
せ
…
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
・
℡
内
線
３
７
１
２

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
の
就
任
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①
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
縮
減

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
比
較
に
よ
る
適
正
部
材
の
選
定
、

設
計
者
以
外
の
者
が
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
の
代
替
案
を
提
案
す
る
Ｖ
Ｅ

（
バ
リ
ュ
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
）
の
導
入
検
討
な
ど
に
よ
り
、

い
っ
そ
う
の
コ
ス
ト
縮
減
を
図
り
ま
す
。

行財政運営の諸課題に係る対策の方針を定めました
～健全で効率的な行財政運営を目指して～

政策企画課政策担当・℡内線2112

市の行財政運営を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、地方分権の進展、三位一体改革による「国から地方

へ」・「官から民へ」の構造改革などにより、大きく変化しています。

このような中で本市では、あらためてみずからの責任において自治体を運営していくことを強く認識しています。

そこで自治体を経営するという観点から、行財政運営の諸課題に対し、新たな発想で取り組んでいくため、ことし

３月に「川越市経営戦略会議」を設置しました。

今年度は、重点的に検討すべき課題として下記の６つを選定し、プロジェクトチームをつくり、検討を行いまし

た。経営戦略会議では、プロジェクトチームの検討結果を参考に多角的な検討を行い、これらの課題に対する方針

を「平成18年度川越市行政経営戦略」として取りまとめました。

市では行政改革を強力に推し進めるため、集中改革プランに基づき行政内部の合理化や効率化を推進しています。

さらに、同経営戦略の方針に基づき、必要に応じて市民の皆さんの意見を反映しながら、各対策を計画的かつ着実

に推進し、自律性の高い行財政運営を行っていきます。

＊「平成18年度川越市行政経営戦略」については、市のホームページで全文を公開しています。

平成18年度川越市行政経営戦略

財政の健全化
財政の健全化を図るため、行政内部の合理

化・効率化を徹底して行うとともに、各種制度

の適正化を図ります。

地域の活性化
地域活性化の対策の一つとして観光客1,000

万人誘致を目指し、情報の発信を戦略的に行うな

ど施策の重点化を図ります。

行政内部の合理化
・効率化の徹底

歳入の確保制度の適正化

③
補
助
金
制
度
の
見
直
し

補
助
金
の
目
的
や
使
途
を
常
に
検
証
し
て
い
く
た
め
、
見
直
し

基
準
を
作
成
し
、
定
期
的
に
確
認
す
る
し
く
み
を
作
り
ま
す
。
団

体
の
育
成
な
ど
を
目
的
と
す
る
補
助
金
は
、
事
業
費
に
対
す
る
補

助
金
へ
の
移
行
を
推
進
し
ま
す
。

②
公
有
地
の
管
理
お
よ
び
処
分

現
在
の
未
利
用
地
に
つ
い
て
、
今
後
の
利
用
予
定
が
な
い
場
合

は
積
極
的
に
売
却
し
、
利
用
予
定
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
ま
で
の
間

の
暫
定
活
用
を
徹
底
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
示
す

利
活
用
指
針
を
作
成
し
ま
す
。

④
受
益
者
負
担
の
適
正
化

公
の
施
設
の
使
用
料
は
、施
設
利
用
の
コ
ス
ト
を
基
に
算
出
し
、

統
一
的
な
運
用
を
図
り
ま
す
。
使
用
料
の
減
免
制
度
な
ど
を
、
見

直
し
ま
す
。
基
本
健
康
診
査
の
費
用
負
担
や
下
水
道
使
用
料
の
見

直
し
、
ご
み
処
理
の
有
料
化
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

⑤
扶
助
費
関
連
支
出
の
見
直
し

真
に
福
祉
を
必
要
と
す
る
人
へ
の
サ
ー
ビ
ス
、
公
平
性
の
確
保

な
ど
の
観
点
か
ら
、
全
体
的
な
見
直
し
を
図
り
ま
す
。

⑥
観
光
客
一
千
万
人
誘
致

川
越
フ
ァ
ン
の
構
築
や
、
観
光
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
の
編
成
な

ど
を
、
情
報
戦
略
と
し
て
速
や
か
に
実
施
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、

産
学
公
・
市
民
と
の
協
働
に
よ
り
、
新
た
な
観
光
ゾ
ー
ン
の
創
出

な
ど
を
重
点
的
に
推
進
し
ま
す
。


